
今回の説明内容

１ 育児休業給付金の手続き（保育所等に入れなかったことを理由とする給付金の延長

関係）の必要書類等の変更

２ 出生後休業支援給付金および育児時短就業給付の開始

３ 高年齢雇用継続給付の支給率の変更

４ 雇用保険関係事務担当者の皆さんからの質問に対する回答（抜粋）

５ その他（お知らせ等）

育児休業給付が変わります！雇用保険制度説明会

育児休業給付を中心に令和７年４月からの改正内容や各種手続きでの留意事項などを説明します

最
後
ま
で

ご
覧
く
だ

さ
い
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育児休業給付金の手続きが変わります（保育所等に入れなかったことを理由
とする給付金の延長関係の必要書類が変わります）

支給期間延長手続きの際は保育所等の「延長事由認定申告書」、「利用申込書の写し」、「入所

保留通知書」が必要となります

変更の背景
・育児休業給付は、そもそも休業期間全てに給付される制度ではなく、最長で子供が１歳の誕生
日の前々日までの制度であることが理解されていないと思われる事案が多く発生したこと

例えば、育児休業の申し出段階で２歳まで休業したいとの申し出を本人が行い、それを事業主が認め

た場合は延長給付の対象とならない（原則通り１歳の前々日までの支給）

→理由：もともと親自身の意思で子供が２歳までの休業を希望しているためやむを得ない事情がない

＊延長という制度は親自身は１歳までの復帰を目指して休業をしたが、市町村の受け入れ事情

（子供に障害があり状態によっては対応が困難等）等でやむを得ず１歳時点で保育園等に入れ

なかったという特殊事情が生じた場合にのみ給付を延長する制度ということ（親自身が子供が

１歳までに復帰するつもりがなければやむを得ない事情はないため延長は対象外）

これは、全国の自治体から次のような事案が多く発生し、そのために自治体職員が対応に困っているとの意見が出されたこ

とが改正のきっかけとなったもの。

事例）１歳を過ぎても復帰する意思はないが、やむを得ない事情があれば延長できるとの情報から、子供が１歳以上の休業

期間中の給付を受けるため、自治体に形式的に保育の申込みを行い、結果として保育園側の受け入れ保留等を理由として６

箇月の給付延長を受けていた者が発生したこと（自治体の窓口で「どうすれば保育園に入れない申込みができるか」などの

質問をしたり、１歳以上の給付を受けるための方法として形式的な保育申込みを行っていたもの）
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一般的な延長に至る申請の流れ

やむを得ない場合の延長について、通常は以下のような流れになります

１ １歳までの職場復帰を目指して育児休業の申し出

２ 事業主から申出書の受理、承認がある

３ 育児休業開始

４ 育児休業給付受給資格確認（申請と同時でも可）

５ ２箇月ごとの育児休業給付金申請

６ 子供が１歳になるまでに復帰するため保育園等の入所申込み（申込書の写しを保管）

７ 入所申込みをしたが、市町村から入所保留等とした通知がある（通知書の保管）

８ 子供が１歳になる（保育園の保育保留などやむを得ない事情発生）

９ 上記６、７の確認書類を添付して、延長事由認定申告書を提出

１０ 申告書内容、確認資料等からやむを得ず保育がされず復帰できない状態が確認されれば延長開始

重要なのは、上記の流れで６，７，８，が時系列で矛盾がないこと（保育の申込みが１歳を過ぎていたなど

は、原則延長はできない）＊復帰の意思があれば事前申込みは当然しているはずということ
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今後必要な新様式「育児休業給付支給対象期間延長事由認定申告書」

裏面に留意事項が書かれているので、記入の際はよく読んでください（ホームページ等からダウンロードしてください

表面 裏面
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はじめに ～改正（新設）に伴う給付体系の変更

改正後現行

育児休業給付

育児休業給付金

出生時育児休業給付金

育児休業等給付

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付

育児時短就業給付金

育児時短就業給付

育児休業給付

育児休業給付金

出生時育児休業給付金

失業等給付失業等給付

• 出生後休業支援給付金は、夫婦ともに働き、育児

を行う「共働き・共育て」を推進すること、特に

男性の育児休業取得の推進を目的とした制度

• 育児時短就業給付は、育児のための短時間勤務制

度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付

を行い、柔軟な働き方を選択することで育児休業

後の職場復帰をしやすくしようとする制度

新規創設
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出生後休業支援給付（基本的な制度の考え方）

【１】名称 出生後休業支援給付金 （雇用保険法第61条の10）

【２】支給要件

（１）原則、出生後休業（注）を開始した日前２年間に「みなし被保険者期間」が12ヶ月以上あること。
※当該要件は育児休業給付と同じであり、育児休業給付の受給資格確認時に確認することから、出生後休業支援給付のために確認する必要はない。

（２）被保険者（※短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。）が、子の出生後８週間以内（※１）に14日以上（※２）の出生後休
業（注）をしたこと。【被保険者の出生後休業要件】

（３）配偶者が、子の出生後８週間以内に14日以上（※２）の出生後休業（注）をしたこと（※３）。【被保険者の配偶者の出生後休業要件】

※１ 被保険者が当該子について労働基準法の規定による産後休業をした場合は、子の出生後16週間以内。【対象期間】

※２ 通算して14日以上であれば、出生後休業を複数回に分割して取得した場合も要件を満たすものとする。

※３ 被保険者が子の出生日において次のいずれかに該当する場合は、被保険者のみの育休取得で可とする。【被保険者の配偶者の出生後休業例外要件】

①配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合

②その配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合

③その配偶者が当該子について労働基準法の規定による産後休業その他これに相当する休業をした場合

④その配偶者が子の出生後８週間以内の期間において育児休業を行うことができない場合として厚生労働省令で定める場合

【３】給付額

○対象期間（子の出生後８週間以内（産休取得の場合は子の出生後16週間以内））における出生後休業をした日数（最大
28日間）について、休業開始時賃金日額の13％に相当する額を支給。

※支給対象期間内に事業主から賃金が支払われた場合であっても、出生後休業支援給付金の減額調整は行わない。
※就労状況・賃金支払状況により育児休業給付金等が不支給となった場合、出生後休業支援給付金のみの支給は行わない。

【４】財源 ○子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援金」

【５】申請方法

○事業主経由を原則とし、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の申請と兼ねることを原則とする。
○申請期間は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金と同様とする。

※ただし、被保険者本人が配偶者に関する関係書類を事業主経由で提出することを望まない場合や、出生後支援給付金の支給要件を
満たすのが出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の支給後となる場合は、被保険者本人又は事業主が出生後休業支援給付金
の支給申請を単独で行う場合がある。

（注） 出生後休業とは、被保険者の子を養育するための休業をいい、具体的には次の休業を指す。（省令に規定する予定）

① 被保険者本人がする出生後休業：育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業

② 被保険者の配偶者がする出生後休業：

ａ 被保険者の配偶者が雇用保険被保険者である場合は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業

ｂ 被保険者の配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）の場合は、各種法律（国会職員の育児休業等に関する法律第３条第２項、国家公務員の育児休業等に関する法律第

３条第２項（同法第 27 条第１項及び裁判所職員臨時措置法（第７号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第２項、裁判官の

育児休業に関する法律第２条第２項）の規定による請求に係る育児休業 5



出生後休業支援給付（概要）

○ 育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67％（手取りで８割相当）、180日経過後は50％が支給。

○ 若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う

「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められる。

現状・課題

○ 子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者とその配偶者

の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額を給付し、育児休業給付とあ

わせて給付率80％（手取りで10割相当）へと引き上げることとする。

※ 配偶者が専業主婦の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

＜施行期日＞2025（令和７）年４月

見直し内容

給付率2/３
（出産手当金※)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳

180日８週間

１歳２月

母

父
給付率６７％

（育児休業給付金）
給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
６７％

28日

※健康保険等により、産前６週間、産後８週間について、過去12ヶ月における平均標準報酬月額の２/３相当額を支給。

○育児休業給付の給付イメージ

28日

１３％

１３％

給付率 80％
（手取り10割相当）
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出生後休業支援給付（経過措置）

施行日前から引き続き育児休業をしてる被保険者については、
施行日から出生後休業が開始されるものとして取り扱う。

被保険者の出生後休業要件については、施行日以後の期間に
おいて、出生後休業の日数が14日あれば良い。

被保険者の配偶者の出生後休業要件については、施行日前の
期間においてなされた育児休業であっても、子の出生後８週
間の期間内に14日以上育児休業が取得されていれば良い。

育児休業
出生後休業
（14日以上）

配偶者（父親）

被保険者（母親）

子の出生日

育児休業
（14日以上）

産後休業

子の出生日から起算
して８週間経過する
日の翌日

子の出生日から起算
して16週間経過する
日の翌日

施行日
（R7.4.1)
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育児時短就業給付（概要）

給付率2/３
（出産手当金※)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始
１歳

180日８週間

給付率６７％
（育児休業給付金）

○ 現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はない。

○ 「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟

な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められる。

○ 被保険者が、２歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を

創設。

○ 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点か

ら、時短勤務中に支払われた賃金額の10％とする。

＜施行期日＞2025（令和７）年４月１日

現状・課題

見直し内容

２歳

時短勤務中に支払われた賃金額の１０％

短時間勤務で復帰
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育児時短就業給付（支給申請手続きの流れ）

○ 育児時短就業給付金は、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各月を「支給対象
月」とし、各支給対象月における週所定労働時間や支払われた賃金額に基づいて、支給の可否や支給額を判断している。

○ 原則として、２か月毎にまとめて支給申請することとしているが、１か月毎に支給申請を行うことも可能である。

○ 原則として、事業主から支給申請を行うこととしているが、やむを得ない場合は、本人が直接支給申請を行うことも可能である。

＜支給申請手続きの流れ＞

育児時短就業開始日

支給対象月① 支給対象月② 支給対象月③ 支給対象月④ 支給対象月N-１ 支給対象月N

①賃金証明書の提出
期限：初回の支給申請まで
提出：雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書＋添付資料

（賃金台帳、タイムカード等）

②受給資格の確認
期限：初回の支給申請まで
提出：育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支

給申請書＋添付書類（母子手帳、タイムカード等）

③初回の支給申請
期限：最初の支給対象月の初日から起算して

４か月以内
提出：育児時短就業給付受給資格確認票・

（初回）育児時短就業給付金支給申請書、
又は、初回育児時短就業給付金支給申請
書＋添付資料（賃金台帳、タイムカード
等）

育児休業

育児休業終了日

＜Point＞
①～③をまとめて手続きする

ことも可能

育児休業終了日と育児時短就
業開始日の間が14日以内の
場合、①の手続きは不要

④２回目以降の支給申請
期限：支給対象月の初日から起算して４か月

以内
提出：育児時短就業給付金支給申請書＋添付

資料（賃金台帳、タイムカード等）

育児時短就業
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電子申請手続きの変更点

No. 手続名 様式名 利用場面 変更・新規

１
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃
金証明書の提出（令和４年６月以降）

▶雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証
明書／所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児休業等給付・介護休業給付に係る休業、
時短就業開始時賃金月額の届出を行う場合。

変更なし

２

雇用保険育児休業等給付（育児休業給付
金・出生後休業支援給付金）の申請（初回
申請）（令和７年４月以降）

▶育児休業給付受給資格確認票・（初回）
育児休業給付金／出生後休業支援給付金支
給申請書
▶雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証
明書／所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児休業給付金に係る休業開始時賃金月額
の届出・受給資格確認・初回支給申請及び
出生後休業支援給付金の支給申請を行う場
合。

変更あり

３
雇用保険育児休業等給付（育児休業給付
金・出生後休業支援給付金）の申請（分割
取得）（令和７年４月以降）

▶育児休業給付受給資格確認票・（初回）
育児休業給付金／出生後休業支援給付金支
給申請書

育児休業を分割取得した場合に育児休業給
付金の支給再開及び出生後休業支援給付金
の支給申請を行う場合。

変更あり

４
雇用保険育児休業等給付（育児休業給付
金・出生後休業支援給付金）の申請（令和
７年４月以降）

▶育児休業給付金／出生後休業支援給付金
支給申請書

育児休業給付金に係る初回又は２回目以降
の支給申請及び出生後休業支援給付金の支
給申請を行う場合。

変更あり

５

雇用保険育児休業等給付（出生時育児休業
給付金・出生後休業支援給付金）の申請
（令和７年４月以降）

▶育児休業給付受給資格確認票・出生時育
児休業給付金／出生後休業支援給付金支給
申請書
▶雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証
明書／所定労働時間短縮開始時賃金証明書

出生時育児休業給付金に係る休業開始時賃
金月額の届出・受給資格確認・支給申請及
び出生後休業支援給付金の支給申請を行う
場合。

変更あり

６
雇用保険育児休業等給付（出生後休業支援
給付金）の申請（令和７年４月以降）

▶出生後休業支援給付金支給申請書 出生後休業支援給付金の支給申請のみを行
う場合。

新規

７

雇用保険育児時短就業給付（育児時短就業
給付金）の申請（初回申請）（令和７年４
月以降）

▶育児時短就業給付受給資格確認票・（初
回）育児時短就業給付金支給申請書
▶雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証
明書／所定労働時間短縮開始時賃金証明書

育児時短就業給付金に係る休業開始時賃金
月額の届出・受給資格確認・初回支給申請
を行う場合。

新規

８
雇用保険育児時短就業給付（育児時短就業
給付金）の申請（令和７年４月以降）

▶育児時短就業給付金支給申請書 育児時短就業給付金に係る初回又は２回目
以降の支給申請を行う場合。

新規
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雇用保険関係事務担当者の皆さんの質問にお答えします

申込時にいただいた質問にお答えします（個別の質問以外を中心にお答えします）

質問内容 回答

１ 照合省略が許可されている場合の省いてよ
い書類をおしえてください

スライド14に一覧表を掲載しましたので印刷し
て確認してください

２ 65歳到達により退職された方の退職理由欄
の記入が難しいので教えてほしい

スライド15に記入例を掲載しましたので印刷し
て確認してください。なお、これ以外の事例は
安定所までおたずねください

３ 出生後支援給付について、妻が180日・夫が
20日の休業をした場合、二人とも20日しか給付
がないのか、夫は20日分・妻は28日分支給され
るのか教えてください

スライド6に図がありますが、おっしゃるとおり
夫20日・妻28日の考え方で正しいです。（夫が
14日以上取得していれば対象）

４ 1歳6ヶ月以降の育休延長の申請はどのタイ
ミングで行えばよいでしょうか

質問４・５については、まとめて回答させてい
ただきます。支給申請のタイミングは法改正後
も変わりません。（スライド16に図を掲載）

５ 法改正後に延長の可能性がある従業員がい
るのですが、その場合「延長事由認定申告書」
の提出はいつまでにすればよいですか

改正後の必要な資料は、上記の支給申請と併せ
て提出していただくことになります。
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雇用保険関係事務担当者の皆さんに知っておいていただきたいこと

離職票直接交付開始と高年齢雇用継続給付の改正について

１ 電子申請による離職票等の本人への直接交付について

令和７年１月２０日から実施しているもので電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届が提出さ

れた場合に、希望する離職者のマイナポータルへ離職票を直接交付するもので、離職者本人へ

直接交付することで、事業主が離職者へ書類を郵送する手間を省くことができます。（失業給

付を受けたい本人はスマートフォンでデータをハローワークへ提出することになります）

直接交付の対象条件

①雇用保険被保険者喪失届等が「e-Gov」で電子申請されていること。

②離職者の個人番号が被保険者台帳に登録されていること

③離職者がマイナンバーカードを保有し、マイナポータル上で利用登録済みであること

④離職者がマイナポータル上で雇用保険WEBサービスと連携済みであること

２ 高年齢雇用継続給付の給付率の改正について

令和７年４月１日以降に６０歳に達した日（誕生日の前日）を迎えた方からが対象です

内容は、賃金の低下率を６４％～７５％未満とし支給率を支払われた賃金額の１０％を上限と

するもの（改正前は、低下率６１％～７５％未満、支給率上限１５％）
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ハローワークからのお知らせ

各業務担当からのお知らせです

■令和６年４月より、募集時等に明示すべき事項が追加されました（職業安定法施行規則が改正）

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件
を明示することが必要ですが、令和６年４月１日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要です。
１ 従事すべき業務の変更の範囲
２ 就業の場所の変更の範囲
３ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間又は更新回数の上限を含む）
※ 詳細は、厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

■人材開発支援助成金（従業員の人材育成、スキルアップに助成金をご活用ください！）

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる
ための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
１ 人への投資促進コース
２ 事業展開等リスキリング支援コース
３ 人材育成支援コース
４ 教育訓練休暇等付与コース
※ 詳細は、厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

お問い合わせ先：滋賀労働局職業安定部職業対策課 助成金コーナー（077-526-8686）
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事前質問に対する回答資料１

質問１関連一覧表
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事前質問に対する回答資料２

質問２離職理由記入例
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事前質問に対する回答資料３

質問４.５関連育児休業が延長となる場合の申請タイミング（1歳6ヶ月の事例）
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